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論　文

Ⅰ．はじめに
　近年、学習障害や注意欠陥多動性障害、高機能自閉性障害な
どの発達障害やその疑いのある子どもたちへの教育的支援にお
いて、就学前の幼稚園や保育所（以下、幼保）から小学校、小
学校から中学校などの移行を支える支援体制の整備が重視され
るようになった。児童の成長や発達に寄与する望ましい支援方
針や方法は、指導の場や指導者が変わっても引き継がれる必要
がある。就学前の幼保や療育機関と、小学校にはギャップがあ
り、相互の理解不足も生じやすい。保育や療育、学校教育と
いった支援の場や支援体制の違いを超えて、移行支援を円滑に
し、一貫した支援の流れを形成することが課題とされている
（長谷部，2004；片桐，2007）。我々、教育や療育に携わる者
には、児童の支援に役立つ確かな情報を引き継ぐ役割が課され
ている。確かな情報を支援に活用することで、児童の学校生活
はより安定したものになると考える。
　発達障害やその疑いのある幼児では、幼保や療育の就学前機
関から小学校へ教育情報を引き継ぎ、小学校が教育情報を適切
に活用することで、不適応行動への対応といった予防的対応に
つながる可能性が示唆されている（青木・太田，2010；村中，
2008；大久保，2010）。しかしながら、引き継がれた情報を、
学校がどのように役立てれば良いのか、いかにして日々の支援
方法に結びつけていくのかについての実践報告は十分でないと
思われる。岡田（2007）は、発達障害の早期発見や早期対応、
成長段階に即した教育情報の伝達の重要性が認識されながら、
支援体制や支援方法への具現化には未だ課題があることを示唆
している。
　本稿では、アスペルガー症候群を示す小学校1学年児童を対

象に、就学前の療育機関から引き継がれた個別ファイルを活用
し、移行支援に関わる就学時の支援体制の整備について実践経
過を報告した。就学時における対象児童の学校生活への適応を
高め、学習のつまずきや不適応行動を未然に防ぐために個別
ファイルを活用し、個別の指導計画の作成や事例検討会の開
催、保護者との懇談会について整理した。実践経過を通じて、
就学前の情報を役立てることで、就学時の支援体制の整備にお
いて、どのような成果が得られたのか、また、その課題につい
て考察した。
　第一筆者は、就学先のＡ小学校で特別支援教育コーディネー
ターを務めている。生徒指導主任とともに、対象児の校内支援
体制に関わる支援会議の開催や調整、担任教師への支援の役割
を担った。第二筆者は、対象児が通所していた早期療育施設
（以下、Ｂ療育施設）の療育プログラムへの助言や保護者への
療育相談等を平成12年度から継続して行っている。第三筆者は
Ｂ療育施設の主任保育士として、事業の管理運営を行ってお
り、療育プログラムの統括や保護者への面談、子育てへの助言
を主に担当していた。

Ⅱ．実践経過
１．対象児の実態
　対象児（Ｃ児）の就学前の実態について述べる。Ｃ児は、１
歳から保育所に入園していたが、幼少期から他児とのトラブル
や保育士の指示が通らないなど、不適応行動が目立っていた。
保護者も療育相談のニーズを有していた。訪問記録簿による
と、年少時には全体指示が通らないため、一つ一つかみ砕いた
個別指示が必要であった。他児や集団から離れて一人だけで別
行動をすることも多かったが、好きな遊びには進んで取り組め
た。自分より年下の３歳未満児と関わることが多く、相手が嫌
がっても離れないのでトラブルとなることも少なくなかった。
自由遊びでの玩具の片付けでは、自分は片付けず、他児には片
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付けを強いるのでケンカになることもあった。乱暴な言動や必
要以上の声の大きさ、活動場面での行動の切り替えが課題とさ
れていた。
　年中になっても、年少時の困った行動は続いた。担任の指示
には応じるが加配保育士の指示には応じない、保育士を独占し
たがる、好きな友達に抱きついたり嫌がってもしつこく関わっ
たりする行動が目立つようになった。９月に保健所の療育相談
を受け、会話が通じにくいことと人の気持ちが読めないことに
対して、医師に相談し助言を受けた。１月には、アスペルガー
症候群タイプの高機能広汎性発達障害の診断を受け、社会生活
の練習をすることを勧められた。出席した両親、保健師、児童
相談員、担任との相談で、年長になったら就学準備トレーニン
グ教室（以下、Ｄ教室）へ通室することを確認した。
　年長の４月からＤ教室に通室し始めた。大きな声や乱暴な言
動は減り、少しずつ他児の意見を受け入れ、友達と適切に関わ
れる場面が認められるようになった。ただし、自分がルールを
守り、他児が守らない場合に暴言を吐くなどの不適応行動は続
いて認められた。９月には、保護者の同意手続きや在籍園への
巡回相談、発達・知能検査を実施するプロセスを経て、就学指
導委員会で適正就学について協議された。協議の結果、知的な
遅れがなく運動能力も高いこと、自分の気持ちを言語化できる
ようになったことで暴言や暴力が若干減ったこと等、総合的な
教育的判断がなされ、通常の学級で要支援員との判断になっ
た。その判断に対して保護者も了承し、Ａ小学校通常の学級
に在籍することになった。就学指導委員会資料のWISC-Ⅲと
S-M社会生活能力検査の結果は表１のとおりである。

２．Ｄ教室への通室
　Ｃ児は、年長時にＢ療育施設の開設するＤ教室に通室した。
Ｄ教室は、Ｅ市教育委員会の管轄するＢ療育施設主催の事業の
一つとして平成19年度から運営されている。LD等発達障害や
その疑いのある年長児６～７名を対象に、就学に向けた療育を
ねらいとしている。５月から月２回のペースで始まり、３月ま
で実施される（山田，2008）。指導時間は午後１時半から３時
半までの約２時間、指導回数は約20回であった。対象児は普段
通所している保育所や幼稚園の昼食を済ませ、午後のプログラ
ムに入る前に保護者とともに来室する。活動プログラムの内容
は、学校生活で予測される学習や体験を想定した①はじめの
会、②うんどう、③あそび、④べんきょう、⑤おやつ、⑥おわ
りの会で構成され、小集団指導が展開される。指導体制は指導
員４名で、他１名のスタッフは別室で保護者に対して療育相談
等の対応を行う。
　Ｄ教室では、11月以降、就学先となる小学校に、対象児の実
態や効果的な支援方法に関わる情報を引き継ぐ取り組みを実施
していた。対象児が通う学校宛に、教室参観の案内を配布し、
全ての学校の管理職や特別支援教育コーディネーター等を担う
教員が来室する。来室時には、参観に加えて、教師とスタッ
フ、保護者との面談も行っていた。情報の引継ぎでは、保護者
の同意を経て個別支援シートが活用されていた。
　Ｃ児の場合も、第一筆者はＤ教室を参観した後、保護者との
懇談会をもち、さらに担当職員や主任保育士との情報交換を
行った。その際、個別支援シートをもとに、Ｃ児の実態や療育

目標、内容、具体的な支援方法について、説明を受けるなど、
情報交換を行った。

３．保育所から学校への情報の引継ぎ
　Ｅ市では、発達障害の診断やその疑いのある気になる園児に
ついての情報を、一定の手続きに従って個別ファイルにまと
め、就学先の各小学校に引き継がれていた。ただし、引き継が
れた個別ファイルを小学校がどのように活用するかは各学校に
任されており、その活用状況は把握されていなかった。個別
ファイルが引き継がれただけで、活用されていない現状もある
のではないかと思われる。実際、Ａ小学校では、第一筆者が赴
任する平成20年度まで、この個別ファイルは金庫に保管された
ままで、あまり活用されていなかった。そこで、学年・学級経
営が落ち着く５月連休前後、個別ファイルについて第一筆者が
全職員に周知した。同時期、特別な支援を要する児童を把握す
るためのチェックリストを配布し、個別ファイルを参照して漏
れ落ちなく記入するよう伝えた。平成21年度には、教務室内に
専用の金庫を置き、いつでも誰でも個別ファイルを閲覧して情
報を蓄積したり得たりすることができるようにした。
　以前は、各児童の情報が生徒指導部や各学年部の裁量で保管
され、必要な記録が綴じられていなかった。問題が起きても過
去の記録を参照できなかったり、複数の職員がチームで対応し
ようとしても閲覧できなかったりするなどの課題があった。個
別ファイルを一括管理し、懇談会記録や指導記録、心理検査の
結果等を関わる人が、その都度、個別ファイルに綴じることを
徹底した。

４．個別ファイルによる情報の引継ぎ
　表２は、入学前の２月頃にＢ療育施設からＥ市教育委員会を
通して、各小学校へ引き継がれる幼児の療育情報をまとめた個
別ファイルの指導内容を示したものである。個別ファイルは、
発達障害やその疑いがある園児だけでなく、養育環境や生活リ
ズムの乱れ、歪みに起因する気になる幼児についても作成され
る。引き継ぎの必要な園児の多い年度では、就学幼児の２～３
割になった。個別ファイルは、Ｄ教室への通室の有無に関わら
ず、Ｂ療育施設が一括管理している。必要に応じて、保護者の
同意のもとに、幼保や教育委員会が情報交換できるような体制
を整えていた。
　表２のように、個別ファイルは、①気になる子・個別支援観
察シート、②訪問記録簿、③個別支援シートの3つの情報で構
成される。
　①気になる子・個別支援観察シートについては、在籍幼保

表１　心理検査の結果
WISC-Ⅲ

（６歳１カ月実施）
ＶＩＱ81，ＰＩＱ103，ＦＩＱ90
ＶＣ85，ＰＯ111，ＦＤ82，ＰＳ80
知識8，類似5，算数5，単語6，理解11，数唱9
絵画完成10，符号5，絵画配列12，積木模様10，
組合せ15，記号8，迷路は未実施

Ｓ-Ｍ社会生活能
力検査

ＳＡ5：4，ＳＱ89
身辺自立5-11，移動5-7，作業5-10，意志交換5-8，
集団参加4-9，自己統制5-0
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の担任が３ヶ月ごとに記載し、個別対応の必要性（必要なし、
時々必要、ほとんど必要）と、全体評価（集団行動、ともだ
ち関係、ことばや理解力、身辺の自立、活動や行動の切り替
え、落ち着きの有無、感情の起伏）の８項目について3段階で
評価されていた。また、現在の幼児について、集団活動の参加
状況、友だちとの関わりの様子（コミュニケーション部分を含
む）、身体の機能について（製作活動、運動、遊びなどの身体
面の参加状況）、生活習慣の様子（着脱、排泄、食事、衛生、
睡眠など）、本児の気になる姿および困っている事項の５項目
が記述されていた。さらに、保護者から、幼保への意向と子に
対する受容の状況、幼保での本児に対する配慮と対応について
も記述されていた。なお、進級、就学後の課題や目標について
は最終シートのみに記載されている。気になる子・個別支援観
察シートには実態と対応が書かれているが、目標と具体的な支
援が関連づけられておらず、評価がないため有効な手立てが明
確ではなかった。
　②訪問記録簿は、Ｅ市教育委員会に所属する家庭相談員が巡
回相談時に記録した。家庭相談員は月１回のペースで幼保を巡
回し、その都度、気になる幼児についての観察、聞き取り記録
を蓄積していた。訪問記録簿を見ると、事実に基づいた幼児の
実態に関わる記載はされているが、不適応行動への対応など、
支援の実際に関わる情報はほとんどなかった。つまり、幼児の
幼保での様子は理解できるが、個別目標や効果的な支援方法に
関わる情報は学校に引き継がれなかった。
　③個別支援シートは、Ｄ教室の療育スタッフが通室の前期開
始時である５月と、後期開始時の10月に作成する。個別支援
シートには、幼保ならびに保護者がとらえている本児の状況や
重点課題と、そこから立案した支援方針が記述されていた。支
援方針を日々の活動レベルで検討し、具体的な活動と目標、支
援や配慮を明記している点が大きな特徴であった。また、課題
や目標に即した評価がなされ、進学の際には就学後の課題と目
標が記載されて小学校へ引き継がれた。つまり、不適応行動へ
の対応が就学前に分かることから、入学直後からの効果的な支
援を行い、学習のつまずきや不適応行動を未然に防ぐことがで
きると考えられる。
　Ｄ教室への通室児では①～③の情報が、通室しない幼児では

①と②の情報がまとめられていた。つまり、Ｃ児のようにＤ教
室への通室児では、療育の支援目標や効果的な支援方法が記載
されている③個別支援シートが追加された。

５．Ｃ児の入学直前・直後の支援
　入学後にＣ児を担任したのは、教員経験４年目になる20代の
教諭であった。発達障害の診断がある児童を担任するのは初め
ての経験で、戸惑いを感じていた。
　表３は、就学前の引継ぎからＣ児の個別の指導計画を作成す
るまでの支援体制や実践の経過を示したものである。まず、入
学前に引き継いだ個別ファイルの情報をもとに、学年部を中心
とした協力体制で、Ｃ児と周囲の児童の関係を配慮したクラス
編制を行った。クラス編成では、Ｃ児がしつこく関わろうとす
る児童やＣ児を刺激して不適応行動を誘発させるタイプの児童
との組み合わせに配慮した。
　Ｄ教室や就学指導委員会からの引継ぎと、入学式当日ならび
に翌日の様子を見た直後の４月８日には、当面の支援について
１学年部担任３名の他、生徒指導主任、第一筆者で1時間程度
の事例検討会を実施した。協議内容は、就学前３年間の情報と
就学指導委員会での所見確認ならびに４月末までの当面の支援
策であった。個別ファイルをもとに、第一筆者が事例検討会の
資料を作成し提示した。当面の対応では、Ｄ教室で作成された
個別支援シートをもとに手立てを考えた。就学前のＤ教室で
は、Ｃ児の注意喚起をさせないために、支援者が暴言には反応
せず、遂行する課題や役割活動に注意を向けさせる支援を行っ
た。Ｄ教室で実施されていた対応を引き継ぎ、Ａ小学校でも、
同様の手立てを実施した。学校でも、一人で時間内に着替えを
することができなかったため、保育所と同様の絵カードによっ
て手順を伝える方法を取り入れた。Ｃ児の対応を担任や支援員
任せにせず、級外職員の力を借りながら複数職員で観察ならび
に支援をすることとした。担任の不安を軽減し、一人で負担を
抱え込むことがないように、チームで組織的に支援する方針が
整った。
　４月14日の保護者との懇談会では、両親、教頭、担任、第一
筆者が出席した。１時間程度の情報交換の場であった。保護者
から児童の様子と心配していることについて、学校から現在の

表２　個別ファイルに記録された情報内容
シート名 ①気になる子・個別支援観察シート ②訪問記録簿 ③個別支援シート
どこで 保育所・幼稚園 巡回相談 Ｄ教室
だれが 担任保育士 家庭相談員 療育スタッフ
いつ ３ヶ月ごと 月１回 ５月（前期開始時）

10月（後期開始時）
情報内容 ・全体評価のチェックリスト

・幼児の実態
　・集団活動の参加状況
　・友だちとの関わり
　・身体の機能
　・生活習慣
　・気になる姿と困っている事項
・ 保護者から園への意向と子に対する受

容状況
・ 園での本児に対する配慮と対応
・ 進級、就学後の課題や目標

＜記述例＞
（１月15日の記録を一部抜粋）
　友だちと遊べるようになってきた。折
り紙やカルタはあまり好きではないの
で、友だちにちょっかいを出したり、邪
魔したり騒いだりして、とても目立って
いた。「やめて」とはっきり言わないと
Ｃくんは分からない。粘土は感触が嫌な
のと、形を作るのが苦手なのでしない。

・ 実態（保護者から・園から）
・ 重点課題
・ 支援の方針
・ 支援計画の策定及び評価（課題の設定

期は前期後期）
　・具体的な課題
　・目標
　・支援・配慮
　・活動の評価
・保護者の状況
・支援の方向性
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支援と今後の見通しについて話し合った。周囲の保護者や児童
への理解を深めるために、最初の学年保護者会で、説明を行う
こととなった。
　４月17日には、生徒指導部が主体となり、Ｃ児に関わる職員
の共通理解を図るため、２回目の事例検討会を開催した。Ｄ教
室から引き継いだ個別支援シートをもとに３つの目標と支援・
配慮を作成し、事前に情報提供がされていたため、２回目の事
例検討会においては、暴力は毅然と阻止し暴言は短く簡潔に言
い聞かせること、学習のルールについて再確認すること程度で
あった。離席や集団行動ができないなどの新たな対応が必要と
なったため、再度、事例検討会を行った。出席者は１学年部職
員3名、教頭、教務主任、主幹、言語通級指導教室担当、生徒
指導主任、少人数指導の加配教員、生徒指導担当の低学年部１
名、高学年部の1名、第一筆者の計12名であった。時間は70分
程度で、担任からの報告、Ｃ児への対応として授業に入った５
名からの実態報告、今後の支援策の３点であった。今後の対応
として、Ｃ児の行動を今の段階ではできないこと、ケースバイ
ケースで臨機応変に対応すること、してはいけないこととして
ためらわずに伝えることの3つを指導基準として設定し、共通
理解した。また、本児の不安定な心情を配慮し、場所と時間を
限定して、好きな本を読むことを許容した。
　４月20日には、上記の指導基準、行動の内容、具体的な姿、
支援例の一覧表を作成して終礼時に配布し、全職員で共通理解

した。その理由は、集団行動の困難なＣ児がクールダウンのた
めに校内を歩くなどの許容について、一部職員から疑問の声が
あがってきたためであった。また、周囲の子どもたちの質問に
的確に答えられるように、全職員がＣ児への支援方法について
共有すべきであるという結論に至った。その結果、Ｃ児に限ら
ず特別な支援を要する児童について、現在の実態から見通しを
もって必要な支援策を講じていることが理解されるようになっ
た。
　４月24日の学年保護者会では、Ｃ児の保護者から他の保護者
に対し、Ｃ児の様子について具体的に話した。第一筆者からも
学校としての対応とアスペルガー症候群についての資料を配布
し、理解を求めた。周囲の児童に対しての説明をしてほしいと
いう要望を受け、４月末には第一筆者が学級児童全体に説明を
した。その際、子どもたちが何を疑問に思い、どう感じている
かを発言させ、Ｃ児と自分たちの行動を振り返って考えさせ
た。その上で、Ｃ児の状態と対応について具体的な話をした。
５月末になると、学級が安定しＣ児の行動も予測の範囲内と
なってきた。そこで第一筆者が助言しながら担任とともに個別
の指導計画を作成した。その際、４月当初に当面の対応として
立案した個別の支援対応策に配慮事項を追記した。Ａ小学校で
は低学年を少人数で指導しているが、20名以上の児童が集まっ
て集団指導を行っていることから、児童が学習のルールを守る
ようにすることが学級経営の軸となる。Ｃ児の集中力が低かっ
たため、座席を一番前にして教師の個別指示を可能にし、Ｃ児
を刺激せずかつＣ児の行動に同調しない児童を周囲に置く配慮
をした。知的に遅れはないものの、同じ内容を同じ進度で進め
ることが困難であったため、学習の範囲と時間を限定し、達成
感をもつことができるようにした。
　以上の支援方針に加えて、担任が感情的な叱り方をしないこ
と、意図的に褒めることをしてきたので、担任とＣ児の信頼関
係が構築され、Ｃ児は指示に応じられるようになってきた。学
習面では、国語や算数のように課題がはっきりした教科は落ち
着いて学習するようになった。他方、自分のペースで進めたが
る傾向が強かったため、早く終わったときは別課題を用意し、
Ｃ児の意欲を継続させる配慮をした。一方で、見通しがもちに
くい生活科は、不規則発言や友達への不適切な行動が多かっ
た。対人関係では、トラブルを起こした後、素直に謝ることが
できるようになり、自分から謝りたいと言うこともあった。Ｃ
児が謝った事実を保護者に知らせることで、自分からトラブル
を解決しようする行動ができるようになった。なぜいけないの
かを冷静に言い聞かせて好ましい行動を教え、できた場面を褒
めながら、できた行為をよいことと伝えるなど、療育教室から
支援策を引き継いだことで、自己評価を下げることなく、ルー
ルや約束を守る態度を育てることができたと考えられる。
　Ｃ児は清掃や給食、係活動の流れを理解すると、円滑に役割
遂行ができるようになり、叱られることよりも褒められる機会
が増えた。課題となった着替えは、チェック表を作って、でき
たらシールを貼ることで、時間内に着替えられるようになって
きた。体育の前に一番で着替え終わることもあった。相性が悪
い児童や独占したい児童に対しては、不適切な関わり方も認め
られたが、その度合いや回数が確実に軽減し、全体として落ち
着いた様子が認められるようになり、支援員がサポートする時

表３　Ｃ児の入学から5月までの支援体制と実践経過
就学前の
引継ぎ

保育所・Ｄ教室・就学指導委員会

２～３月 クラス編成の検討と決定
４月８日 事例検討会：約60分

出席者： １学年部職員・生徒指導主任・特別支援教育
コーディネーター　　

　・就学前３年間の情報確認
　・就学指導委員会での所見説明　
　・４月末まで当面の支援について

４月14日 保護者懇談会
出席者： 両親・教頭・担任・特別支援教育コーディ

ネーター
　・保護者からの情報と要望
　・学校の方針伝達　

４月17日 事例検討会
出席者： １学年部職員・教頭・教務主任・主幹・言語

指導教室担当・生徒指導主任・少人数指導の
加配教員・生徒指導担当の低学年部1名、高
学年部の１名・特別支援教育コーディネー
ター

　・ 入学以降の様子について、チームティーチングで
介入した職員５名が報告

　・今後の方針
４月20日 全職員への情報提供と共通理解

　・ Ｃ児について、生徒指導主任からこれまでの対応
について文書配布と説明。

４月24日 学年保護者会
　・ 保護者から他の保護者へＣ児についての説明と協

力のお願い。特別支援教育コーディネーターから
も説明とアスペルガー症候群についての資料配
布。

４月末 学級児童全体へ啓発
５月末 個別の指導計画の作成



―　　―16

石　野　公　子・村　中　智　彦・岡　本　幸　子

―　　―17

アスペルガー症候群を示す児童の就学時における支援体制の整備－個別ファイルの活用を通じて－

間が減少していった。
　表４は、Ｄ教室とＡ小学校の目標及び支援・配慮を一覧にし
たものである。Ａ小学校での当面の支援策は、入学式の2日後
に立案した。Ｃ児への支援を速やかに行うために、差し当たっ
て作成したものであったが、Ｄ教室での療育目標を生かし、小
学校での生活と照らし合わせて具体化し、３つの目標を立案し
た。その上で目標に対する支援と配慮を具体的に設定した。Ｄ
教室での支援と配慮についてはＡ小学校でも概ね踏襲し、中で
も文字・絵カードを使って指示をする点は、Ｄ教室と保育所で
の実践をそのまま活用した。これらの情報は、担任教師と学年
部職員、支援員など、Ｃ児に直接関わる職員で情報共有し、実
践することを確認した。入学式２日後に当面の支援策を作成
し、関係職員で確認できたのは、就学前の情報が豊富であった
ことに関係していると考えられた。

Ⅲ．考察
　まず、Ｃ児の実践経過を通じて、幼保から小学校への教育情
報の引継ぎによる利点と、どのような情報がどう役立ったかの
成果について考察する。
　担任教師は、入学直後の4月には、児童や保護者への対応だ
けでなく、ガイダンスや行事などの多様な業務を抱えている。
年度当初は、学習ルールや集団の規律の確立といった学級経営
に力を注ぐことが求められる。学級に在籍する児童一人ひとり
へのきめ細かな対応を講じる余裕もあまりない。この時期に
は、学級経営に基づく周囲の児童の理解や協力、フォローなど
はあまり期待できないであろう。こうした状況の中で、担任教
師には、Ｃ児への個別の学習支援や不適切行動への対応に相当
の労力を要すると予測されるが、対応をしないと学級経営が成
り立たない事態も生じる。
　Ｃ児の支援では、入学前、直後に事例検討会を設け、具体的
な支援の方針や方法を計画立案することができた。就学前から
引き継がれた個別ファイルという文書情報があったからであ
る。このような児童の実態に関わる文書情報がなければ、関係
者の招集による事例検討会の開催は困難であり、Ｃ児の入学後
の情報収集の期間を経過した５月以降、もしくは業務に余裕の
ある夏休みまで先送りされていたかもしれない。就学前の教育
情報を学校に引き継ぐことの利点は、差し当たって求められる
入学直後の支援体制の整備であると考えられる。
　特に、個別ファイルにある情報の中でも、Ｄ教室の作成した
個別支援シートは、個別の指導計画作成の上で有効であった。
通常、幼保から引き継がれる観察記録だけでなく、Ｄ教室の個
別支援シートがあったことで、入学直後に具体的な支援方針や
手だてにつなげることができた。個別支援シートには、Ｃ児の
観察記録だけでなく、Ｄ教室での療育目標や具体的な支援方
法、不適切行動への対応方法が示されていた。どのような児童
なのかという実態把握だけでなく、具体的な療育の成果や課題
が示されていたことで、入学直後の支援目標や支援方法に反映
できた。５月に作成した個別の指導計画では、Ｄ教室での療育
目標や支援方法の内容が大いに活用できた。Ｃ児がＤ教室に通
室しないで、保育所での観察記録や主観的なエピソード記録だ
けであれば、個別の指導計画作成は容易でなかったと考えられ
る。

　以上、Ｃ児の実践経過を通じて、就学前の情報の中でも、具
体的な療育目標や支援の手だて、その成果と課題などの情報が
有効であることを示唆できる。まず、具体的な療育目標や手だ
てに関わる情報があることで、校内における就学前、就学直後
という早期の事例検討会の開催が実現できた。また、具体的な
療育目標や手だてに関わる情報は、入学直後の当面の支援を検
討する上で有効であった。検討された当面の支援を実行し、実
行しながら児童の実態に関わる詳細な情報をさらに収集するこ
とで、５月末には指導計画をさらに高次化できたと考えられ
る。
　Ｃ児の学年では、17名の個別ファイルが引き継がれた。そ
の中で、Ｄ教室に通室し、個別支援シートが作成されていた
のは２名であった。D児以外の児童１名も、D児と同様に、個
別支援シートの情報に基づく支援を実行しただけで、不適切行
動を起こさず、スムーズな学校生活への適応が認められた。他
の15名のケースでは、児童の実態に関わる観察記録の量は十分
であったが、観察記録が多くあっても、入学直後の支援に直接
つなげるのは困難であった。竹林地（2006）は、各学校や関係
機関が個別の教育支援計画作成の成果を実感できるのは、幼稚
園から小学校等への入学の時期など、いわゆる移行期だと指摘
している。しかし、多忙な業務を抱える４月では、教員が膨大
な観察記録に目を通す時間的、精神的な余裕は保証されていな
い。児童の観察記録を読むだけでは、具体的な支援計画の立案
につなげることができず、早期の事例検討会の開催も難しくな
る。実際、15名の児童の中には、個別の指導計画の作成が必要
な児童がおり、作成は夏休みまでずれ込んでしまった。金・園
山（2008）の調査でも公立幼稚園について、小学校が入学当初
から活用できる個別の指導計画がほとんどないこと、また引き
継がれて活用することが幼保と小学校との間で前提となってい
ないことが伺われる。第一筆者の経験でも、就学前の園や教室
からは、「どのような目的で・いつ・誰が・誰の判断で・どん
な情報を伝達するのか」が統一されておらず、小学校での受け

表４　Ｄ教室とＡ小学校の目標と支援・配慮
D教室 A小学校

目　　標 支援・配慮 目　　標 支援・配慮
友達と一緒の活
動に参加しなが
ら、好ましい関
わり方や参加の
仕方を知り行動
をする

感情的に注意を
せず、なぜいけ
ないのかを、冷
静に言い聞かせ
好ましい行動を
伝える

暴力や暴言を減
らす

感情的に注意を
せず、短く簡潔
に言い聞かせ、
正しい行動を伝
える

指示を具体的に
伝える。活動の
切 り 替 え を 絵
カードで指示す
る

自分で着替える 保育園で活用し
ていた絵カード
を学年部で用意
する

できた場面をほ
めながら、でき
た行為を良いこ
とと伝える

学習のルールを
守る

範囲（ページ、
箇所、回数）と
時間（長い針が
～まで)を限定
し、そこまでは
取り組むよう伝
え、できたら褒
める
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止め方も担任任せにされてきた。他方、Ｄ教室のように、実態
把握から評価までが明確に記載されている個別支援シートであ
れば、就学前の情報を生かすことで、不適応行動を軽減するこ
とが可能である。
　Ｃ児がＤ教室に参加していたので、入学後すぐに支援計画を
立案することができた。この点からも、Ｃ児のように、就学前
に保護者に対して、Ｄ教室への通室を積極的に促していく働き
かけは重要になる。そのためにも、学校が積極的に就学前の療
育事業に関わることが求められる。教員は就学前の療育事業に
参画し、その意義を理解していくことで、幼保から小学校への
移行支援、学校での支援がより充実したものになると考えられ
る。
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